
旧20㎞圏（南相馬市小高区）に隣接する
原町区片倉行政区の山間部で比較

2011年6月の文科省調査
空間線量率（1m高） 3.27 μSv/h
土壌汚染密度 671,000 Bq/m²

2018年3月の「ふくいち」調査 ＜11ポイントの平均＞
空間線量率（1m高） 0.81 μSv/h
土壌汚染密度 349,000 Bq/m²

およそ7年間の減衰率は
空間線量率（1m高）
土壌汚染密度

2020年1･3月の「ふくいち」調査 ＜11ポイントの平均＞
空間線量率（1m高） 0.54 μSv/h       
土壌汚染密度 365,000 Bq/m²   
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2019年の台風19号（10.12）と10.25豪雨被災地の測定－1



南相馬市原町区高倉での測定場所

高倉ダムの緊急放流により水無川が氾濫した
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27,600～333,000 Bq/m²

海まで10㎞



2018年9･10月 南相馬市原町区高倉の可視化図
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2019年の台風19号（10.12）と10.25豪雨被災地の測定-2

2017年6月(Cs134+137) 2017年6月(Cs134+137)

2017年6月(Cs134+137)

2017年6月(Cs134+137)

双葉郡 浪江町



浪江町 請戸川橋（国道6号線）の位置関係

南相馬市小高区

浪江町

双葉町

帰還困難区域



浪江町 請戸川橋（国道6号線）周辺での比較

請戸川土手外側 全6ヶ所（2017年6月と2019年11月の調査）

空間線量率（1m高） 0.16～0.46 μSv/h （平均 0.29 μSv/h ）
土壌汚染密度 40,200～180,000 Bq/m² （ 112,000 Bq/m² ）

請戸川土手内側 全3ヶ所（2019年11月調査）

空間線量率（1m高） 0.74～1.40 μSv/h    （平均 1.04 μSv/h ）
土壌汚染密度 620,000～674,000 Bq/m²   （ 655,000 Bq/m² ）

2019年の増水だけが原因とは言えないが、上流から放射性物
質を取り込んだ土の粒子が移動してきたと考えるのが妥当

放射性物質の水平移動

「19年10月の台風19号と大雨で、放射能を含んだ大量の土砂が池に混入
した可能性がある」富岡町産業振興課担当者

＜2021年4月24日 朝日新聞福島版＞
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東京地裁に提訴（2015年4月17日） 今年6月10日(木)判決予定!

裁判の事前協議後に新宿駅西口前で街宣活動を行う＝2017年6月26日

「南相馬･避難20ミリ基準撤回」訴訟について



特定避難勧奨地点と「20ミリ基準撤回」訴訟について

□避難指示が出されなかった地域で、年間被ばく量が20ミリSvを超える
場所があり2011年6月から9月にかけて、原子力災害現地対策本部は
世帯ごとに「特定避難勧奨地点」に指定した

伊達市 117地点（128世帯）、川内村 1地点（1世帯）
これらは、2012年12月に指定解除

□南相馬市では、142地点（152世帯）が指定されたが、住民の強い反
対を無視して2014年12月に指定解除した

□2015年4月と追加で6月、特定避難勧奨地点に指定されていた世帯と
指定されなかった世帯の合計206世帯（原告808名）が指定解除を不
当･不法と訴訟を提起（行政訴訟）

被告 国
＜訴訟の内容＞

・特定避難勧奨地点を解除する処分を取り消す
・原告らが特定勧奨地点に指定されている地位の確認
・原告に対し、10万円の損害賠償を支払え
・訴訟費用は被告の負担とする



特定避難勧奨地点の指定時と解除時の基準

□年間被ばく量20ミリSv･･･国の基準（国の計算）では 1m高での空間
線量率は3.8μSv/h だが、
南相馬市の場合 3.0μSv/h（1m高）18才未満の子どもと妊婦のいる
家庭では 2.0μSv/h（0.5ｍ高）で指定した
この3.0と2.0μSv/hが適用されたのは、2011年9月の3回目の指定
時であり、1回目（7月）と2回目（8月）の指定時は不明

問題点

測定場所は玄関先と庭中央の2ヶ所のみであった
南相馬市の西側地域ではどのお宅でも敷地が広く、＜南側に玄関＞
が一般的

マニュアルに基づく測定が行われなかった

□解除時の測定
玄関先と庭中央の2ヶ所で測定し、3.8μSv/h未満で「解除」

□指定時の測定が正しく行われなかった → 非指定世帯も訴訟参加

そもそもICRP1990年勧告で、一般公衆の追加被ばく限度は 1ミリSv/y
日本の法律（原子炉等規制法･電離放射線障害防止規則など）はそれを援用



南相馬市の特定避難勧奨地点 （2014年12月末指定取り消し）

2021年6月10日(木)午後3時 判決予定（東京地裁103）

2012年12月15日 福島民友ニュース



「環境放射線データベース」から抽出

http://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top

原発事故前後の土壌汚染密度（Bq/m²）を比較

2011年以前の土壌汚染密度と、私たち「ふくいち」が実測した値を比較しました

トップページ画像（一部）

検索条件の一例



■土壌汚染密度（Bq/m²） 事故前後の比較

事故後の福島県「ふくいち」調査

（Cs137＋Cs134）

原子力規制庁の環境放射線データベースから

土壌汚染密度（Bq/m²）で表示されているもの
だけを抽出（Cs137のみ） 全国

2017年～2018年「ふくいち周辺環境放射線モ
ニタリングプロジェクト」の調査

（Cs137+Cs134）

×9

×1,770

×450

＊1963年 部分的核実験停止条約
＊1986年 チェルノブイリ原発事故
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コロナ禍で2020年12月から測定を休止していますが････

□高齢者のワクチン接種も進んだことだし、間もなく活動再開します！

□「北海道訴訟」弁護団依頼の「原告宅」測定、「かながわ訴訟控訴審」
弁護団依頼の「原告宅」測定などを最優先に、南相馬山側8行政区の
通算5巡目測定を進めていきます

最後に ご支援のお願いです
測定器の校正（6台分）や測定エリア内のガソリン代、大判プリント代、
ネット関係などで、最低でも年間70～80万円が必要です

＜支援金：受付窓口＞
●ゆうちょ銀行からのお振り込み先 ●他の金融機関からのお振込み先
口座番号：１０３９０−９６４２１６５１ 店名：〇三八（読み：ゼロサンハチ）
口座名称：ふくいちモニタリング・プロジェクト 店番：０３８ 預金種別：普通預金
カナ呼称：フクイチモニタリングプロジェクト 口座番号：９６４２１６５

ご静聴 ありがとうございます！


